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○
内
閣
府
令
第
四
十
四
号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
二
十
四
条
の
四
の
四
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
の
四
の
七
（
同
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
の
十
五
第
一
項
、
第
百
九
十
三
条
及
び
第
百
九
十
三
条
の
二

の
規
定
に
基
づ
き
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人
直

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
七
章

企
業
会
計
の
基
準
の
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第
八
章

雑
則
（
第
九
十
五
条

目
次
中
「
第
七
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
四
条
）
」
を

特
例
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
四
条
）

に
改
め
る
。

―
第
九
十
八
条
）

」

第
七
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
八
章

雑
則

第
九
十
五
条

米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
連
結

財
務
諸
表
（
以
下
「
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表

提
出
会
社
が
当
該
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
法
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
、
金
融
庁
長
官

が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
の
提
出
す
る
連
結
財
務
諸

表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
て
指
示
し
た
事
項
を
除
き
、
米
国
預
託
証
券
の
発
行

等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
六
条

前
条
の
規
定
は
、
米
国
式
連
結
財
務
諸
表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
適

用
が
な
い
も
の
と
す
る
。
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第
九
十
七
条

第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
は
、
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条

第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
に
は
、
次
の
事
項
を
追
加
し
て
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
連
結
財
務
諸
表
が
準
拠
し
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

二

当
該
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
状
況
及
び
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
お
け
る
登
録
状
況

三

こ
の
規
則
（
第
七
章
及
び
こ
の
章
を
除
く
。
）
に
準
拠
し
て
作
成
す
る
場
合
と
の
主
要
な
相
違
点

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の

第
七
章

雑
則
（
第
八
十
九
条

目
次
中
「
第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例
（
第
八
十
七
条
・
第
八
十
八
条
）
」
を

特
例
（
第
八
十
七
条
・
第
八
十
八
条
）

に
改
め
る
。

）

」

第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。
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第
七
章

雑
則

第
八
十
九
条

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の

第
七
章

雑
則
（
第
九
十
五
条

目
次
中
「
第
六
章

企
業
会
計
の
基
準
の
特
例
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
四
条
）
」
を

特
例
（
第
九
十
三
条
・
第
九
十
四
条
）

に
改
め
る
。

）

」

第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
七
章

雑
則

第
九
十
五
条

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
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式
及
び
作
成
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
中
「
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
七
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
九
十
三
条
」
を
「
四
半
期
連
結
財
務
諸

表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
」
に

、
「
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
及
び
四
半
期
連
結
累
計
期
間
ま
で
」
を
「
当
分

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
六
章
」
の
下
に
「
及
び
第
七
章
」
を
加
え
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
一
年

内
閣
府
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
を
削
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣

府
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 6 -

附
則
第
三
項
中
「
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平

成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
七
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

関
す
る
規
則
第
九
十
三
条
」
を
「
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
九
十
五
条
」
に
、
「
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
ま
で
」
を
「
当
分
」
に
改
め
、
第
五
項
第
三
号
中
「
第
七
章
」
の

下
に
「
及
び
第
八
章
」
を
加
え
る
。

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年

内
閣
府
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平

成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
七
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
第
八
十
七
条
」
を
「
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
八
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
九
十
五
条
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
に
終
了
す
る
中
間
連
結
会
計
期

間
ま
で
」
を
「
当
分
」
に
改
め
、
第
六
項
第
三
号
中
「
第
六
章
」
の
下
に
「
及
び
第
七
章
」
を
加
え
る
。
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（
企
業
内
容
等
の
開
示
に

改
正
）

関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部

第
七
条

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
章

及
び
第
八
章

連
結
財
務
諸
表
の
用
語

様
式

第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｃ
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

（30）

、

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

平
成

年
内
閣
府
令
第

号
以
下
こ
の

に
お
い

（

21
73

(30)
。

て
改
正
府
令

と
い
う

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
連
結
財
務
諸
表
規
則
第

条
の
規
定
若
し
く
は
改
正
府
令

「

」

）

93
。

附
則
第
２
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
又
は
連
結
財
務
諸
表
の
用
語

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部

、

を
改
正
す
る
内
閣
府
令

平
成

年
内
閣
府
令
第

号
附
則
第
３
項
の
規
定
若
し
く
は
改
正
府
令
第

条
の
規
定
に
よ
る

（

14
11

）

10

改
正
前
の
同
項
の
規
定

連
結
財
務
諸
表
規
則
第

条
又
は
連
結
財
務
諸
表
の
用
語

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

」
を
「

95
、

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

平
成

年
内
閣
府
令
第

号
附
則
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き

米
国
預
託
証
券
の

（

14
11

）

、

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｄ
中
「

」
の
次

発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語

様
式
及
び
作
成
方
法

第
七
章

、

（30）

に
「

」
を
加
え
る
。

及
び
第
八
章

連
結
財
務
諸
表
の
用
語

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意

ｂ
中
「

（６）

、

改
正
す
る
内
閣
府
令

平
成

年
内
閣
府
令
第

号
以
下
こ
の

６
に
お
い
て

改
正
府
令

と
い
う

第
５
条
の

（

21
73

（

）

「

」

）

。
。
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規
定
に
よ
る
改
正
前
の
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第

条
若
し
く
は
附
則
第
４
条
の
規
定
又
は
改
正
府
令
附
則
第
６
条
第

93

」
を
「

95
95

２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第

条
に
お
い
て
準
用
す
る
連
結
財
務
諸
表
規
則
第

条
又
は
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
附
則
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

米
国
預
託
証
券
の
発
行
等
に
関
し
て
要
請
さ

、

れ
て
い
る
用
語

様
式
及
び
作
成
方
法

第
七
章

及
び
第
八

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意

ｃ
及
び

ｇ
中
「

」
の
次
に
「

、

（６）

（18）

」
を
加
え
る
。

章

（
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年

内
閣
府
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
同
令
」
を
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
に
改
め
、
「
提
出
す
る
場
合
」
の
下
に
「
及
び
米
国
預
託
証
券
の
発

行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
連
結
財
務
諸
表
（
以
下
「
米
国
式
連
結
財

務
諸
表
」
と
い
う
。
）
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
当
該
米
国
式
連
結
財
務
諸

表
を
法
の
規
定
に
よ
る
連
結
財
務
諸
表
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と

が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
」
を
加
え
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
会
社
」
の
下
に
「
及
び
米
国
式
連
結
財
務
諸
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表
を
米
国
証
券
取
引
委
員
会
に
登
録
し
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
を
加
え
る
。

一
部
改
正
）

（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の

第
九
条

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二

年
内
閣
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
」
を
「
当
分
の
間
、
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


